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日本 国憲 法 は,地方 公 共 団 体 にお い て ,議 会 の議 員 と長 をそれ ぞれ 住 民 が直 接

選 挙 し,議 事 機 関 と して の合 議 制 の議 会 と執 行 機 関 と して の独任 制 の長 とい う 2

つ の代 表機 関 を設置す る とい う,二元代 表制 を採 用 して い る｡

この 2つ の代 表機 関 は, 相 互 に独 立 ｡対 等 の立 場 で , 互 い に尊 重 し, 抑 制 と均

衡 を保 ちな が ら, それ ぞれ の特 性 を生 かす こ とに よ り, そ の役 割 を果 た す こ とが

求 め られ て い る ｡

一 方 ,社 会 情 勢 に 目を転 じる と, 人 口減 少 ｡少 子 高齢 化 社 会 の到 来 , 家族 や コ

ミュニ テ ィ の機 能 の変 容 を始 め とす る時代 潮 流 の 中で ,住 民 に身 近 な行 政 の果 た
㌔

す べ き役 割 は従 来 に も増 して 大 き くな って き て お り, 地 方公 共 団 体 は , これ ま で

以上 に住 民 の信 託 に応 え られ る存在 に進 化 を遂 げ な けれ ばな らない｡

この よ うな 中,平成 23年 に は, 国 の法令 に よ る地 方 公 共 団体- の ｢義 務 付 け ｡

枠 付 けの見 直 し｣ が行 われ , 条 例 制 定権 の 自主性 及 び 自由度 を高 め る こ とを狙 い

と した ｢地 域 の 自主性 及 び 自立性 を高 め るた めの改革 の推 進 を図 るた め の 関係 法

律 の整 備 に 関す る法 律 (平 成 23年 法 律 第 37号 )｣ が成 立 す る な ど , 近 年 , 地 域 の

こ とは地域 が決 め る とい う住 民 に よ る行 政 を実 現 しよ うとす る方 向- の転 換 が進



め られ てお り, この よ うな住 民 の信 託 に応 え るた めに は,住 民 に身近 な存在 で あ

る と ともに, 多様 な意 見 を反 映す るこ とがで き る議会 の更 な る充実 ･強化 が求 め

られ てい る｡

平成 7年 の 阪神 ･淡 路大震 災 の発 生 時 には,即座 に行 動 を起 こ し, 国会又 は関

係 行 政庁 - の 強力 な働 きか平 を行 うな どして,末 曽有 の難 局 を市民 と共 に乗 り越

えて きた本 市 会 は, この貴重な 経験 を生 か し,市 民 の積極 的 な参加 を得 なが ら,

市長 そ の他 の執行 機 関 (以 下 ｢市長 等 ｣ とい う｡) とは緊 張感 が あ る関係 を保 ち,

独 立 ･対 等 の立場 におい て,多様 な観 点 か ら政策決 定 を行 い,並び に市長等 の事

務 の執行 に対 す る監視 及 び評価 を行 うとともに,政策 立案 に努 め,･独 自の政策提

案 ･提言 を行 うこ とに よ り, これ らの責務 を果 たそ うとす るもので あ る｡

ここに,本 市会 は, 日本 国憲法 に定 め る二元代表制 の下,多元 的 な利 益 を反 映

す る こ とがで き る合､議制 で あ る議会 と,行政 分野 にお いて専 門性 の高 い独任 制 で
さたく

あ る市長 が, それ ぞれ の特性 を生 か し,お互 い補完 し合 い なが ら,切瑳琢磨 す る

こ とに よ り, 地方 自治 の本 旨に基 づ く市民 の信託 に全 力 で応 えてい くこ とを決 意

し, この条例 を制 定す るもので ある｡

第 1章 総則 ,i

(目的)

第 1条 この条例 は,二元代表制 の下,合議 制 の機 関で あ る襲 会 の役 割 を明 らか

にす る とともに,議会 に関す る基本 的 な事項 を定 め,市 民 の信託 に的確 に応 え

るこ とに よ り,市 民福祉 の向上及 び市勢 の発展 に資す るこ とを 目的 とす る｡

(基本理念)

第 2条 議 会 は,執行機 関で あ る高長 等 と対等 の議事機 関 として,市 民 の多様 な

意 見 を把握 し,及 び市政 に反 映 し得 る合議 体 と して の特性 を最 大 限 に生 かす こ

とに よ り,住 民 自治 の観 点か ら,真 の地方 自治 の実現 に取 り組 む もの とす る｡

(基本方針 )

第 3条 議会 は,前条 の基本 理念 にの っ と り,次 に掲 げ る基本方針 に基づ き活 動

を行 うもの とす る｡

(1) 議案 ,請願 そ の他 の案件 (以 下 ｢議案 等｣ とい う｡) の審議又 は審査 に よる

政策決 定 を行 うこ と並び に市長 等 の事務 の執行 につ い て監視及 び評価 を行 う



こ と｡

(2) 市 政 の課題 につ いて調 査研 究 を行 うこ とに よ り政 策 立案 に努 め , 独 自の政

策提 案 ｡提言 に取 り組 む とともに , 意 見書,決議 そ の他 の方 法 に よ り, 国会

又 は関係行政庁-意 見表 明 を行 うこ と｡

(3) 公 正性 , 透 明性及 び信 頼性 を重 ん じ, 市民が参画 しや すい 開かれ た議会運

営 を行 うこと｡

(4) 時代 の要請 に合 った議 会 の運 営体 制 の確 立 を図 るた め , 議 会改革 に継続 的

に取 り組む こ と｡

第 2章 議員 の役割及 び活動原則

(役 割 )

第 4条 議員 は,市民 の直接 選挙 に よって選 ばれ た,公選 に よる公職 にあ る者 と

して, 市 民 を代表 して活 動 を行 い , 地域 の課題 のみ な らず 市政 の課題 全 般 につ

いて , 市 民の多様 な意 見 を的確 に把握 し,及 び市政 に反 映す る とともに , 合議

制 の機 関で あ る議会 を構 成 す る-~員 と して,そ の活動 を通 じ, 市 民 の信 託 に応

えるもの とす る｡

(活動原則)

第 5条 議員 は,前条 に掲 げ る役 割 を果 たす に当た り,次 に掲 げ る原則 に基づ き

活動 を行 うもの とす る｡

(1) 各 区の実情 の把握 に努 め , 地域 の代表 に とどま らず , 市政全 体 を見据 えた

幅広 い視点及 び長期 的な展望 を持 って , 的確 な判 断 を行 うこと｡

(2) 議 会 が言論 の場 で あ る こ と及 び合 議制 の機 関で あ る こ とを踏 ま え,市 民 の

多様 な意見の把握 に努 め る とともに,議員相互 間の討議 を活発 に行 うこ と｡

(3) 日常 の研修 及び調 査研 究 を通 じて , 自らの資質 の 向上 に不 断 に努 め る とと

もに, 自らの活動 を市民 に分 か りやす く説 明す るこ と｡

(会派 )

第 6条 議員 は , 政策決 定 , 政策 立案及 び政策提案 ｡提 言 に資す るた め,政策 を

中心 と した 同一 の理念 を共 有す る議員 の集 団 として, 2人 以上 の議員 で構成 す

る会派 を結成す るこ とがで き る｡

2 会派 は , 政策決定 , 政策 立案及 び政 策提案 ｡提言 に係 る議会活動 に関 し,必



要 に応 じて ,会 派 間で相 互 に協議 を行 い, 円滑 かつ効果 的 な議 会運 営 を図 るも

の とす る｡

第 3章 議会 と市長等 との関係

(市長 等 との関係 の基本原則 )

第 7条 議 会 は, 二元代表制 の下,市長 等 と対等 で緊 張感 が あ る関係 を構 築 し,

多様 な観 点 か ら政策決 定 を行 い,並 び に市長 等 の事務 の執行 に対す る監視及 び

評価 を行 う とともに,政策 立案 に努 め,独 自の政策 提案 ･提言 を通 じて,市 民

福祉 の 向上 及 び市勢 の発展 に取 り組 む もの とす る｡

2 合議 制 で あ る議会 は,市長 等 との立場及 び権能 の違 い を踏 ま え,活 動 を行 う

もの とす る｡

(議決 事件 )

第 8条 地方 自治 法 (昭和 22年 法律 第 67号 )第96条第 2項 に規 定す る条例 で定 め

る議会 の憩 決すべ き事件 は,次 に掲 げ るもの とす る｡

って定 め る構想 ) の策 定,変更又 は廃 止

(2) 基本 計 画 (基本構想 に基 づ き市政 全般 に係 る政 策 及 び施策 の基本 的 な方 向

を総合 的 かつ体系的 に定 め る計画) の策 定,変更又 は廃止

(議会 - の説 明)

第 9条 市長 等 は,議 会 又 は議員 か ら市 の政策及 び事̀務 に係 る監視及 び調 査 のた

め,資 料 の提 出又 は説 明 の要求 が あった ときは,誠 実 に対応 しな けれ ばな らな

い｡

2 市長 等 は,次 に掲 げ る ときは遅滞 な く議会 に報告 しな けれ ばな らない｡

(1) 実施 計 画 (基本 計画 に基 づ き市政 全般 に係 る具体 的 な施策 の実施 に関 して

体 系 的 に定 め る計画 )及 び各行 政 分 野 にお け る基本 的 な計画 (計画期 間 が10

年 以上 の ものに限 る｡) を策 定 し,変更 し,又 は廃止 しま うとす る とき｡

(2) 姉 妹都 市若 しくは友好都 市又 は これ らに類 す る関係 を提携 し,又 は解 消 し

よ うとす る とき｡

(監視及 び評価)

第 10条 議 会 は,議決 ,調査 ,検 査 そ の他 の権 限 を行使 す るこ とに よ り,市長等



の事務 の執 行 が , 適 正 かつ公 平 に及 び 効 率 的 に行 われ てい るか につ い て , 監視

及 び評価 を行 うもの とす る｡

(政策決 定 ,政策 立案及 び政 策提 案 ｡提 言)

第 11条 議 会 は , 独 任 制 の市長 とは異 な る合議 制 の機 関 と して の独 自の観 点 か ら,

条 例 の制 定 , 議 案 の修 正 , 決 議 そ の他 の方 法 を通 じて ,市長 等 に対 し, 積 極 的

に政策決 定 ,政策 立案及 び政 策提 案 ｡提言 を行 うもの とす る｡

第 4章 議 会 運 営 の原則

(議会運 営 の原則 )

第 12条 議 会 は, 多様 な観 点 か ら政 策 決 定 を行 い, 市 長 等 の事務 の執 行 に対 す る

監 視 及 び評 価 を行 い , 並 び に政策 立案 及 び政 策 提 案 ｡提 言 を行 う機 能 が十 分 発

揮 で き る よ う, 円滑 かつ効 率 的 な運 営 に努 め,合 議 制 の機 関で あ る議 会 の役 割

を果 たす もの とす る ｡

2 議 会 は, 市政 の課 題 に的確 かつ 柔 軟 に対応 し, 主 体 的 ｡機 動 的 な活 動 を展 開

す るた め,年 間 を通 じて十 分 に審 議 を尽 くす こ とが で き る会 期 を定 め る もの と

す る｡

3 本 会 議 , 委 員 会 そ の他 の会 議 (以 下 ｢会 議 等 ｣ とい う｡) は, 民 主 的 かつ 効

率 的 な運 営 を行 うもの とす る ｡

(委員会 の活 動 )

第 13条 委員 会 は, 次 に掲 げ る事 項 につ い て充 実 を図 り, そ の権 能 を十 分 に発 揮

す るもの とす る｡

(1) 議案等 の審 査

(2) 市政 に関す る課 題 の調 査

(3) 委員会 の所 管 に属す る市 の事 務 の調 査

2 議員 は,議 員 間 にお け る討 議 等 を通 じて , 政策 決 定 ,政 策 立案 及 び政 策 提 案

｡提言 を積 極 的 に行 うもの とす る｡

(会議 等 にお け る質疑応 答 )

第 14条 本会 議 にお け る質疑 及 び 市 政 一般 の課題 に対 す る質 問 につ い て は,論 点

及 び争 点 を明 らか に して行 い , 議 員 は,一括 質 疑 ｡蜜 問一 括 答 弁 方 式 又 は一 問

-答方式 に よ り行 うこ とがで き る ｡



2 市長 等 は,議長 又 は委 員長 の許 可 を得 て,答弁 に必要 な範 囲'内で,会議 等 に

●お ける議員 の質疑又 は質 問の趣 旨を確認す るた めの発 言 をす るこ とがで き る ｡

第 5章 市民 と議会 の関係

(市民参加 の促進)

第 15条 議 会 は,市 民 の多様 な意 見 を把握 し,政策形成 に反 映 し得 る合議一体 と し

て の特性 を最 大 限 に生 か し,市 民 が議 会 の活 動 に参加 す る機 会 を確 保 す る よ う

努 めるもの とす る｡

(広報及 び広聴 の充実)

第 16条 議 会 は,市 民 に開 かれ た議 会 を実現す るた め,情報通信 技術 の発 達 を踏

ま えた多様 な手段 を活用 す るこ とに よ一り,広 報及 び広聴 の充実 に努 め るもの と

す る｡

(会議等 の公 開)

第 17条 議 会 は,公 正性及 び透 明性 を確保 す る とともに, 開かれ た議 会運 営 に資

す るた め,会議 等 を原則 として公 開す るもの とす る｡

第 6章 議会機 能 の強化

(議会機 能 の強化)

第 18条 議 会 は,多様 な観 点 か ら政策決 定 を行 い ,市長 等 の事務 の執行 に対す る

監視及 び評 価 を行 い,並 び に政策 立案及 び政 策 提案 ･提言 を行 う機 能 を強化 す

るもの とす る｡

(学識経 験者 等 の活用)

第 19条 議 会 は,会議 等 にお け る審議 の充実 ,政 策形成機 能 の強化及 び政策 の効

果 の評価 に資す るた め,学識 経 験 を有す る者 等 の知 見 を積 極 的 に活 用 す る もの

とす る｡

2 議会 は,必要 に応 じて学識経 験 を有す る者 等 で構 成す る調 査機 関 を設 置す る

こ とがで き る｡

(研修及 び調査研 究)

第20条 議 員 は,政策決 定 ,政策 立案及 び政 策提案 ･提言 の能力 の向上 のた め,

研修及 び調 査研 究 に積極 的 に努 め るもの とす る｡

(政務調 査費)



第21条 会派 (第 6条 の規 定 にかかわ らず , 会 派 に所属 しない議 員 も会派 とみ な

す｡) は , 調 査研 究 に資す るた めに政務調査費 の交付 を受 け,証拠書類 を公 開す

ることその他 の方法 に よ りそ の使途 の透 明性 を確保す るもの とす る0

第 7章 議 会改革 の推進

(議会改革)

第22条 議会 は , 市民 の意 見,社会情勢 そ の他 の状況 の変化 に よ り新 た に生ず る

市政 の課題 に適 切 かつ迅速 に対応す るた め, 常 に議会 の改革 に取 り組 む もの と

す る｡

2 議会 は , 前 項 の規 定 に よる取組 を行 うた め , 議員 で構成 す る推進組織 を設置

す るこ とがで き る｡

第 8章 政 治倫理

(政治倫理)

第23条 議員 は , 市民 の信託 に応 え るた め,高 い倫理 的義務 が課 せ られ てい るこ

とを 自覚 し, 市 民 の代表 として 良心及 び責任 感 を持 って , 品位 を保持 し, 識 見

を養 うよ う努 め るもの とす る｡

第 9章 市会事務 局

(市会事務局)

第24条 議会 は,議員 の活動 を補佐 し,議 会碍 動を 円滑 かつ効率 的 に行 うた め,

事務 局 の機 能 の強化及 び組織 体制 の整備 に努 め る とともに,議 員 の政策決 定,

政策 立案及 び政 策提案 ｡提言 を支援す るた め,事務 局 の調 査及 び法制機 能 の充

実 を図 るもの とす る｡

(市会 図書室)

第25条 議会 は,議員 の調査研 究 に資す るた め, 図書室 を適正 に管理運 営す る と

ともに,その機 能 の充実 を図 るもの とす る｡

第 10章 最 高規範性 と条例 の見直 し

(最高規範性 )

第26条 この条 例 は , 本 市会 にお け る最 高規範 で あって , 議 会 に関す る他 の条例 ,

規則 そ の他 の規 程 の制 定及び改廃 に当た って は, この条例 の趣 旨を尊重 し, こ

の条例 に定 め る事項 との整合 を図 るもの とす る｡



(条 例 の見 直 し)

第 27条 議 会 は, 常 に市 民 の意 見 ,社 会 情 勢 そ の他 の状 況 の変化 を勘 案 し,議 会

運 営 に係 る不 断 の評 価 及 び 改 善 を行 い ,必 要 が あ る と認 め る とき は, この条 例

の規 定 につ い て検 討 を加 え, そ の結 果 に基 づ い て , この条 例 の改 正 を含 め適 切

な措 置 を遅 滞 な く講 じる もの とす る ｡

附 則

'(施 行 期 日)

1 この条例 は,平成 24年 7月 1日か ら施行 す る｡

(神 戸 市会 政 務調 査 費 の交付 に 関す る条例 の一部 改正 )

2 神 戸 市会 政 務 調 査 費 の交付 に 関す る条 例 (平成 13年 3-月条 例 第 36号 ) の一部

を次 の よ うに改正す る｡

第 1条 中 ｢そ の所 属 議 員 が 1人 の場 合 を含 む ｣ を ｢神 戸 市議 会 基 本 条 例 (平

成 24年 6月 条 例 第 号 ) 第 6条 の規 定 にか か わ らず ,会 派 に所 属 しない議 員 も

会 派 とみ なす ｣ に改 め る｡


